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巻頭言� 共同参画に寄せて

Foreword

国際連合国際
防災戦略事務局

（UNISDR）
駐日事務所代表
松岡�由季

　国連では、日本の景色と比較すると明らかに多くの女性幹部を目にする。
　女性の活躍推進やワークライフバランスが「掛け声」だけでなく、目に見
える形で進んでいくことが重要だ。多くの場合は、女性が「無理をして」仕
事と育児を両立し、それが「当たり前」になっているのが現在の社会のよう
に思える。女性の活躍とワークライフバランスが「当たり前」になる社会の
実現が必要である。
　例えば、登壇者を決める際に国連ではジェンダーバランスを考慮する必要
があるが、日本にはそのような意識が浸透していない。先日も東京である会
議に参加したが、登壇者は私を除き全員男性であったため、その点を指摘す
ると、ジェンダーバランスなどまるで考えも及ばなかったという反応があった。
　現在、待機児童問題が注目を浴びているが、それだけではない。保育行
政、女性の正規社員としての再就職困難、マタニティ・ハラスメントなど。
構造的、社会的、文化的な要素が多く絡み合った課題がある。
　「Are�you�shining?」昨年8月「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウ
ム“WAW !�2015”」参加のため来日したUNISDR（国際連合国際防災戦略
事務局）のトップ（当時は女性）に、安倍政権が掲げる「すべての女性が輝
く社会の実現」について説明した際に尋ねられ、ハッとした。「すべての女
性が輝く社会の実現」とは、単にキャッチフレーズではなく、女性一人ひと
りが自らに問いかけてみることからはじまるのかもしれない。Matsuoka Yuki

主な予定
Schedule

6月23日～29日 男女共同参画週間（主唱：男女共同参画推進本部）

6月27日 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議（東京都千代田区）

6月27日～30日 APEC女性と経済フォーラム2016（ペルー・リマ）

7月中旬～8月末 夏のリコチャレ2016　～理工系のお仕事体験しよう！～

� ©UNIC
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Special Feature 特集1

していた）」自治体は14.9％（n=10）
であった。（図1）
　また、加害者更生に関する事業

（調査研究、加害者プログラム）を
実施していない（又は、実施する予
定がない）理由（複数回答）を聞い
たところ、「加害者更生に関する情
報が少なく、どのような取組を行っ
てよいか不明なため」が82.0％

（n=50）で最も多く、次いで「管内
に加害者更生に関する専門家・民間
団体がないため」（42.6％）（n=26）、

の内容を報告書にまとめました。本
報告書の主な内容は、以下のとおり
です。

Ⅰ�　地方公共団体における取
組に関するアンケート結果

　加害者更生に関する取組（調査研
究、加害者プログラム、相談・研修
等を含む。）の実施の有無について
聞いたところ、「加害者更生に関す
る取組を実施している（又は、実施

「配偶者等に対する暴力の加害者更生に
係る実態調査研究事業」報告書について

男女共同参画局推進課暴力対策推進室

　内閣府では、「配偶者からの暴力
の防止及び被害者の保護等に関する
法律」（平成13年4月13日法律第31
号。以下「配偶者暴力防止法」とい
う。）の規定等に基づき、平成14年
度から配偶者からの暴力の加害者更
生に関する調査研究を実施し、平成
16年度に「配偶者からの暴力に関す
る加害者プログラムの満たすべき基
準及び実施に際しての留意事項」
を、平成18年度に「配偶者からの暴
力の加害者更生に関する検討委員会
報告書」を取りまとめました。
　その後、日本における加害者プロ
グラムに関する取組は、被害者支援
の一環として加害者プログラムを実
施している海外の取組等を参考にし
て加害者プログラムを行う民間団体
によって、積み重ねられてきました。
　こうした社会内における加害者対
応の動向を踏まえ、平成27年度に、
地域社会内における加害者プログラ
ムに関する現在の課題や今後の在り
方等について考察することを目的と
する、「配偶者等に対する暴力の加
害者更生に係る実態調査研究事業」
を実施しました。
　本研究事業においては、地方公共
団体（都道府県及び政令指定都市）
へのアンケート調査及び民間団体

（加害者プログラム実施団体4団体及
び被害者支援団体3団体）へのヒア
リング調査を実施し、有識者6名で
構成される検討委員会において、調
査結果等を踏まえた考察を行い、そ

図1　加害者更生に関する取組の実施の有無

図2　加害者更生に関する事業を実施していない理由（複数回答）
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ラムの効果について否定的な見解を
示すものがあること、また、離婚調
停等の場において、加害者が面会交
流や親権等に関する協議を有利に進
めるために加害者プログラムに参加
していることを免罪符として利用す
る危険性が拭えないこと等、加害者
プログラムに対する懐疑的な見解も
示された。

Ⅲ　調査結果に対する考察

1�　加害者プログラムに関する疑
義について

　地方公共団体及び被害者支援団体
においては、加害者を対象とした取
組に関する情報が限られているこ
と、加害者プログラムの効果や法的
位置付けが明確ではないこと、被害
者の安全確保に対する不安や懸念を
払拭することが難しいこと、また、
加害者プログラム参加者の再犯率の
高さを指摘している一部の海外の先
行研究に関する情報が広がっている
こと等により、加害者プログラムそ
のものに対する不信感や、限られた
予算の中で、明確な効果が期待でき
ない加害者プログラムを進めること
への抵抗感などがあることが明らか
になった。
　今後、被害者支援の一環として、
加害者プログラムを適切に実施して
いくためには、国内外における加害
者プログラムの実施状況に関する正
確な情報や、加害者プログラムの効

内閣府では、地域社会内における加害者プログラムに関する現在の課
題や今後の在り方等を考察するため、平成27年度に「配偶者等に対す
る暴力の加害者更生に係る実態調査研究事業」を実施し、その成果を
まとめた報告書を公表しました。

「庁内において加害者更生事業に係
る人員や財源を確保することが困難
なため」（42.6％）（n=26）であっ
た。（図2）

Ⅱ�　加害者プログラムの実施
状況等に関する民間団体に
対するヒアリング

1　加害者プログラム実施団体
　本調査において、ヒアリング団体
からは、加害者プログラムは、加害
者と同居している被害者の安全・安
心の確保や、面会交流の実施に係る
母子の危険や不安の軽減等を図る効
果が期待できるとの意見が出された。
　一方、加害者プログラムに対する
偏ったイメージや過度な期待感が社
会において広まる風潮にあること、
また、配偶者暴力防止法の制定以
来、配偶者からの暴力に対する取組
が、加害者責任の追及よりも、加害
者の元を離れることを前提とした被
害者の安全確保やその後の自立支援
に重点が置かれていることにより、
加害者プログラムが被害者支援の流
れのなかで特異なものとして位置付
けられる傾向にあること等の影響を
受け、加害者プログラムの在り方等
に関する議論を進めることが難しい
状況にあることが指摘された。
　このような状況を受け、今後、加
害者プログラムの在り方等に関する
議論を進めるためには、加害者プロ
グラムを被害者支援の一環として位

置付けるとともに、被害者支援に資
する加害者プログラムの実践に向け
て、国において加害者プログラムに
関する一定の基準の策定が必要であ
るとの意見が出された。

2　被害者支援団体
　被害者支援団体からは、支援の現
場には「加害者の言動を何とかした
い」「暴力さえなければ、一緒に暮
らしていきたい」「子供にとっては
父親であるため、暴力を止める方法
はないか。暴力がなくなれば別れた
くない。」といった内容の相談が被
害者から日常的に寄せられるが、こ
のような問合せの受け皿となりうる
取組を行っている団体の情報が限ら
れているため、暴力が深刻化してか
ら再度相談に来るというケースが後
を絶たない状況にあることが報告さ
れた。
　このような状況を受け、相談の初
期の段階において、加害者を暴力に
よらないコミュニケーション等につ
いて学ぶことができるプログラム等
につなぐことができれば、暴力の深
刻化をある程度抑えたり、被害者が
我慢の限界まで加害者の元にとどま
るという現状を変えることができる
のではないかという意見が示された。
　一方で、加害者を強制的にプログ
ラムに参加させる法制度が整備され
ていないこと、諸外国の先行研究の
中には、加害者プログラム参加者の
再犯率の高さを指摘し加害者プログ
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「配偶者等に対する暴力の加害者更生に係る
実態調査研究事業」報告書について

は、これらの点を考慮し、研究結果
の相対化を図ることが必要である。

2�　加害者責任の明確化及び被害
者支援の一環としての位置付け

　配偶者からの暴力の被害者支援に
おいて、最優先されるべきことは、
被害者の安全・安心の確保であるこ
とは言うまでもないが、中長期的な
被害者の安全の確保及び心身の健康
の回復を図るためには、加害者が暴
力の責任を認識し、暴力的・支配的
な行動パターンを修正することが不
可欠である。
　そのためには、国における配偶者
暴力被害者支援に係る基本方針等に
おいて、加害者プログラムを被害者
支援の一環として明確に位置付け、
加害者自身が暴力と向き合い、暴力
によらない関係作り等を学ぶための
プログラムの実施が促進されること
が望ましい。さらに、地方公共団体
においても、取組が進むことを期待
する。

3�　リスク・アセスメントに基づく
被害者支援の拡充・加害者対応

　被害者の安全・安心を確保するた
めには、加害者の状況や暴力の危険
度を正確に把握し、危険度に応じた
被害者支援及び加害者対応が行われ
ることが必要である。特に、加害者
の元を離れずに関係改善を図りたい
という被害者のニーズが一定程度あ
ることを認識し、このようなニーズ

や被害者の状況に応じたプログラム
等が提供されている。また、配偶者
からの暴力を目撃することによる子
供への心理的虐待に対する取組の一
環として、児童相談所等との連携に
より、配偶者暴力及び児童虐待の加
害者を対象としたプログラムを実施
している国もある。
　今後、日本において加害者プログ
ラムに関する取組に関する議論を進
めていくためには、加害者プログラ
ムを被害者支援のための一つのツー
ルとして捉え直し検討を進めていく
ことが望ましい。

Ⅳ�　今後期待する取組等につ
いて

1�　加害者プログラムの実施状況
等の周知

　国内外の加害者プログラムに関す
る取組状況や、プログラムの効果等
に関する実証的基盤のある研究を収
集・分析することにより、加害者プ
ログラムに対する画一的かつ懐疑的
なイメージの解消を図るとともに、
効果のあるプログラムについて具体
的な提案がなされることが望ましい。
　なお、加害者プログラムの効果に
関する研究における再犯率の測定及
びエビデンスの抽出に関しては、そ
の調査方法、時期及び対象者の選定
の範囲によって多様な結果が導き出
されるため、加害者プログラムの効
果に関する先行研究を検証する際に

果等に関する実証的基盤のある研究
を収集・分析して周知するととも
に、諸外国における動向を踏まえ
て、日本においても、より効果が期
待される加害者プログラムの構築及
び改良を進めていくことが必要であ
る。

2�　加害者プログラムへの参加の義
務付けの有無について

　加害者をプログラムに参加させる
方法として、諸外国においては、裁
判所による、プログラムへの参加を
義務付ける命令をはじめ、プログラ
ムへの参加を拒否したり、途中で参
加をやめた場合に制裁を科すという
条件付きの命令や警察や地域の被害
者支援団体による法的拘束力を伴わ
ない勧告等があり、事案の状況に応
じて適切な手段が採られている。
　今後、日本における加害者プログ
ラムのあり方を検討する際には、諸
外国の取組を参考にしつつ、被害者
に対する危険度等のアセスメントの
導入や、加害者プログラムへの参加
に係る法制度の在り方等について検
討していくことが必要である。

3�　加害者プログラムの位置付け
について

　諸外国においては、地域の司法、
行政及び民間の連携のもと、加害者
と同居している被害者の安全・安心
の確保から、離婚後の安全な面会交
流の実施の支援まで、暴力の危険度
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成27年12月）においては、加害者
の更生に関する取組として、「地域
社会内での加害者更正プログラムに
ついて、民間団体の取組も含めた実
態を把握し、プログラムを実施する
場合の連携体制の構築も含め、その
在り方について検討する。」とされ
た。このことから、今後は、本調査
結果等に基づき、加害者プログラム
を被害者支援の一つの手法として位
置付け、被害母子の安全度や被害者
のニーズに即した運用が促進される
よう、リスク・アセスメント指標や
加害者プログラムの実施基準等の策
定に向けた検討が進められるととも
に、関係省庁・機関等の連携体制の
構築が図られることが望ましい。

※�本報告書は、地方公共団体等に提
供するとともに、内閣府男女共同
参画局のホームページに掲載いた
しました。

　（�

）

5�　加害者プログラムの実施に係
る基準等の策定及び人材育成

　加害者プログラムを被害者支援の
一環として進めていくためには、国
において、一定の実施基準（実施形
態、回数、プログラムの終了基準、
被害者の安全確保に関する方針、ス
ーパービジョン、プログラム実施
者・ファシリテーターの資格等）や
マニュアルが策定されるとともに、
策定した実施基準に基づくプログラ
ムの実施者の養成に向けて、国や地
方公共団体において職務関係者向け
の研修等が実施されることが望まし
い。

6�　「暴力を容認しない」社会認識
の形成

　加害者プログラムを被害者支援の
一環として位置付け、被害者支援の
拡充を図っていくためには、暴力は
決して許されるものではなく「暴力
の責任は加害者にある」という社会
認識の高まりが不可欠である。
　今後、被害者の安全・安心の確保
及び地域社会の安全の確保を目的と
する加害者プログラム等の加害者対
策の検討や取組等を通して、「暴力
を容認しない」という社会における
共通認識の形成が図られることを期
待する。

おわりに

　第4次男女共同参画基本計画（平

に応えるため、リスク・アセスメン
トにより危険度を的確に把握し、被
害者の安全を確保した上で、加害者
に対して適切なアプローチを行う取
組の検討が必要である。また、多様
な事案に対応するため、リスク・ア
セスメント指標を検討する際には、
ストーカーや児童虐待等、配偶者か
らの暴力の被害者及びその子供が直
面する可能性がある暴力の危険性に
ついても包括的にアセスメントでき
るような指標の策定が望ましい。

4�　加害者「更生」に関する視点
の転換

　加害者プログラムの目的は、単に
加害者に暴力を振るわなくさせるこ
とではなく、プログラムを通して、
加害者自身が暴力を容認する歪んだ
価値観に気付き、暴力的・支配的で
ない人間関係の構築や暴力によらな
い生き方を習得し、最終的には社会
的に包摂されることを目指すもので
ある。
　今後、社会において、加害者は決
して変わることはないという諦念
や、加害者に関与することへの消極
的なイメージが解消されるととも
に、加害者プログラム等を通して、
加害者に暴力的・支配的な行動パタ
ーンを改める機会を与えることが、
中長期的な被害者の安全や社会の安
全の確保につながるという認識が広
がることが望ましい。
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（2�）ダブルケアを行う女性の
半数は有業者

　ダブルケアを行う者の平均年齢
は、男女とも40歳前後で、育児のみ
を行う者より4～5歳程度高く、介
護のみを行う者より20歳程度低くな
っています。年齢階層別にみると、
男女とも30～40歳が8割を占めてお
り、子育て世代でダブルケアを担う
者が多くなっています。
　ダブルケアを行う女性の就業状況
をみると、無業と有業が半々、有業
のうち「仕事が主」な者と「家事が
主」な者との割合もほぼ半々となっ
ていますが、これは、育児のみを行
う女性の就業状況とほぼ同じです

（図表3）。
　また、ダブルケアを行う無業の女
性の約6割は就業を希望、就業した
い形態に非正規を挙げる者は、約8
割です。これも、育児のみを行う女

（1�）育児と介護を同時に担う
ダブルケアの推計人口は約
25万人

　本調査では、まず、総務省「就業
構造基本調査（平成24年）」をもと
に、ダブルケアを行う者の人口を推
計しました。「ふだん育児をしてい
るⅰ」と「ふだん介護をしているⅱ」
の両方に該当する者を「ダブルケア
を行う者」として、特別集計した結
果、ダブルケアを行う者の推計人口
は、約25万人（女性約17万人、男
性約8万人）でした（図表1）。
　また、15歳以上人口に占めるダブ
ルケアを行う者の割合は約0.2％、
育児を行う者に占める割合は約2.5%、
介護を行う者に占める割合は約4.5% 
となっています（図表2）。

「育児と介護のダブルケアの実態に
関する調査」結果のポイント

男女共同参画局調査課

　近年、晩婚化・晩産化の進展に伴
い、一人の女性に育児と介護の負担
が同時に担う、いわゆる「ダブルケ
ア問題」に対する社会的関心が高ま
っています。内閣府では、「育児と
介護のダブルケアの実態に関する調
査」を実施し、平成28年4月にその
結果を公表しましたので、以下で
は、ポイントを紹介します。

女性
17万人

男性
8万人

男女計
25万人

図表1　ダブルケアの推計人口

（備考） 総務省「就業構造基本調査」（平
成24年）をもとに特別集計。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護者を行う者に占める割合

育児を行う者に占める割合

15歳以上人口に占める割合

育児・介護ともにしていない／不詳 介護のみ 育児のみ ダブルケア

86.2％ 4.8％ 8.8％

97.5％

95.5％

0.2％

2.5％

4.5％

図表2　ダブルケアの割合

（備考）総務省「就業構造基本調査」（平成24年）をもとに特別集計。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

介護のみ

育児のみ

ダブルケア 23.2％ 24.3％ 1.1％ 48.6％ 2.7％

28.1％ 23.8％ 0.5％ 46.6％ 0.9％

25.0％ 18.8％ 0.9％ 48.0％ 7.3％

有業（仕事が主） 有業（家事が主） 有業（その他・不詳）

無業（家事） 無業（その他・不詳）

図表3　女性の就業状況

（備考）総務省「就業構造基本調査」（平成24年）をもとに特別集計。

ⅰ　 総務省「就業構造基本調査」では、育児の対象を未就学児（小学校入学前の幼児）としています。また、孫やおい・めい、弟妹の世話
などは育児に含めません。
ⅱ　 総務省「就業構造基本調査」では、介護について、介護保険で要介護認定を受けていない人や、自宅外にいる家族の介護も含めていま

す。ただし、病気などで一時的に寝ている人に対する介護は含まれていません。
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Report

結果となりました。

（5）行政等に望む支援策

　ダブルケアを行う者が、行政の支
援策のうち「最も拡充してほしい」
と回答したのは、男性では「保育施
設の量的充実（22.8％）」、女性では

「育児・介護の費用負担の軽減（26.4
％）」が最多でした。
　勤め先に「最も充実してほしい」
と回答したのは、男女とも「子育て
のために一定期間休める仕組み（男
性18.3％、女性18.4％）」でした。

（6）まとめ

　今回の調査により、約25万人がダ
ブルケアを担っていること、ダブル
ケアを行う女性の約半数が無業で、
その6割が就業を希望しており、う
ち8割が非正規雇用を希望している
こと、こうした状況は、育児のみを
行う者と大きく変わらないことが明
らかになりました。

内閣府は、平成28年4月、「育児と介護のダブルケアの実態に関する調
査」の結果を公表しました。ここではその概要をご紹介します。

性とほぼ同じです（図表4）。

（3�）男性に比べ、女性で少な
い周囲からの手助け

　本調査では、ダブルケアを行う者
の負担や周囲からの援助、ダブルケ
アに直面する前後の就業状況や必要
とする社会的支援等、公的統計では
把握できない項目について、ダブル
ケアを行う者に対象を絞ったインタ
ーネットモニター調査を行っていま
す。図表5より、育児・介護ともに

「主に」担う者の割合を男女で比較
すると、女性が約半数であるのに対
し、男性は約3割に留まっています。
　また、配偶者、兄弟・姉妹、親等
周囲からの手助けの状況をみると、
ダブルケアを行う女性は、男性に比
べ手助けが得られていない状況にあ
ります。例えば、男性は、配偶者か
ら「ほぼ毎日」手助けを得ているの
が半数以上となっているのに対し、
女性では4人に1人となっています

（図表6）。

（4）女性で大きい就業への影響

　ダブルケアに直面したことによる
就業への影響をみると、ダブルケア
に直面する前後の「業務量や労働時
間」を「変えなくてすんだ」者は、
男性は約半数であるのに対し、女性
は約3割に過ぎません。また、「減ら
した」者は、男性で約2割ですが、
女性では約4割程度います。離職し
て無職になった者についても、男性
では2.6％ですが、女性は17.5％と、
ダブルケアが及ぼす就業への影響
は、女性でより大きくなっています

（図表7）。
　また、ダブルケアに直面すること
により、「業務量や労働時間を変え
なくてすんだ」理由として、男性で
最も多かったのは、「家族の支援が
得られた（47.3％）」でしたが、女
性は27.0％と、男性に比べて20％ポ
イントも低い結果となっており、前
節での結果（図表6）と併せ、女性
は周囲からの支援が得られていな
い、といった現実を浮き彫りにする

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

育児のみ行う者

ダブルケアを行う者

就業希望者 非就業希望者 不詳

63.3％ 36.7％ 0.0％

60.1％ 39.8％ 0.0％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

育児のみ行う者

ダブルケアを行う者

正規の職員・従業員 非正規の職員・従業員 起業
家業・内職等 その他・不詳

14.1％

13.5％

78.1％ 2.8％

1.9％
3.1％

2.5％

2.4％
2.6％

70.9％

＜就業希望＞ ＜希望する雇用形態＞

図表4　無業女性の就業希望状況

（備考）総務省「就業構造基本調査」（平成24年）をもとに特別集計。
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「育児と介護のダブルケアの実態に
関する調査」結果のポイント

※ 調査結果のポイントおよび報告書
は、男女共同参画局のHPを御覧
ください。

　今後、待機児童の解消、介護離職
ゼロに向け、取組を進めるととも
に、男性の家庭生活への参画に向け
た取り組みも重要な課題となってい
ることが示唆されます。

　さらに、ダブルケアを行う者を男
女別にみると、ダブルケアに直面し
た場合の就業への影響は女性で大き
いこと、また、女性は男性より周囲
からの手助けが少ないことなどが明
らかになりました。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性

女性

子育て・介護ともに主 子育てのみ主
介護のみ主 子育て・介護ともに主介護ともに主ではない

48.5％ 37.4％ 8.1％ 6.0％

32.3％ 21.4％ 19.4％ 26.9％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性

女性

増やした 変えなくてすんだ 増やしたかったが変えられなかった
減らした（うち、無職になった者以外） 減らした（うち、無職になった者）減らしたかったが変えられなかった

9.8％ 30.0％ 8.4％ 13.1％ 21.2％

38.7％

18.7％

17.5％

12.0％ 47.9％ 10.5％ 11.0％ 16.1％ 2.6％

図表5　育児・介護を主に担う者

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性

女性

ほぼ毎日 週に３～４日 週に 1～ 2日
月に１日未満 全く手伝ってもらえない 該当する人がいない月に１～２日

24.4％ 13.0％ 24.4％ 11.0％ 6.0％ 11.9％ 9.4％

52.6％ 18.1％ 14.2％

2.5％

2.7％

4.7％ 5.2％

図表6　周囲からの手助けの状況（配偶者）

図表7　ダブルケア直面する前後の業務量や労働時間の変化

（備考）図表5、6、7
インターネットモニター調査「育児と介護のダブルケアに関するアンケート」 

（平成28年2月実施）。
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おおにし・さちよ／立命館大学法学部教授。博士（法学）。専門：憲法、ジェンダーと法・政策、
議会法。国連「女性のエンパワメント原則」リーダーシップグループメンバーとして活動。
主著：『女性と憲法の構造』（信山社、2006年）、「国連・企業・政府の協働による国際人権保
障」国際人権27号（2016年刊行予定）、「『政治的，経済的又は社会的関係において，差別され
ない』の保障」立命館法学355号（2015年）等。

Onishi Sachiyo

1�　

2�　

3�　

連載／その1

に、女性がサッカーで生き生きと試合を
することは偏見を克服する有力なツール
となります。女性が男性と同様に自由に
スポーツを楽しんで、その能力を発揮す
ることの大切さを教えてくれます。国際
サッカー連盟（FIFA）は新しい視点か
らの組織・運営の変革を目指し、2016年
5月に、国連等で豊富なキャリアを持つ
セネガル出身女性のファトマ・サムラ氏
を、新しい事務局長に起用すると発表し
ました3。
　女性が女性のチームを指導するという
枠組みを超えて、男性のチームのリーダ
ーとしても適任の女性がいることが実証
されてきています。過去7大会のラグビ
ーワールドカップを通じてわずか1勝し
かできなかった日本男子代表チームは、
2015年秋に開催された第8回イングラン
ド大会では3勝をあげました。なかでも
南アフリカとの接戦の末の勝利はどきど
きする展開でした。選手たちが、2012年
7月から同チームのメンタルコーチを務
めた荒木香織氏（当時）の指導やコンサ
ルテーションを信頼して練習に取り組
み、それぞれの力を試合で発揮できたこ
とが、あの大活躍につながったようです。
　このように、個性豊かな選手とすばら
しい指導者がそれぞれ協働することによ
って活躍する姿は、チームとしての力や
プレースタイルによって大きな成果と心
のつながりをもたらすことを、広く伝え
てくれます。サッカー日本女子代表チー
ムが今期オリンピック大会予選敗退の逆
境を乗り越えてもう一度輝くことが、経
済的・政治的な女性のエンパワメントと
ともに、これからの熊本地震からの復興
に向けて大きな力になることを期待した
いと思います。

　日本サッカー協会は2016年4月末に、
高倉麻子氏が日本女子代表チームの新監
督に就任することを発表しました。実際
に指揮をとる同年6月以降の試合がとて
も楽しみです。
　同協会の田嶋幸三会長は「新監督は外
国人でも男性でもよかったのですが、高
倉さんはなでしこジャパンを勝たせるこ
とができる可能性が一番高く、これまで
素晴らしい実績を残してきたことが今回
の就任に繋がっています」1と述べまし
た。これまでの慣習にとらわれず、もっ
ともふさわしい人がリーダーに選ばれ
た、新緑のように清々しいニュースです。
　世界的にみると、女子サッカーには、
経済的・政治的に女性をエンパワーする
取組の象徴という一面があります。前号
につづいてスポーツの話題ですが、日本
ではこうした意義や歴史的経緯が語られ
ることが少ないように思われますので、
若干紹介したいと思います。
　かつて、女性は自由にサッカーをする
ことができませんでした。映画「ベッカ
ムに恋して」（2002年制作）の舞台英国
では、1921年に英国フットボール協会
が、女性にサッカーは不向きで奨励すべ
きではないとして、女性が同協会に所属
するクラブチームのピッチに立つことを
禁止しました。これは、1971年に禁止令
が解かれるまで50年間続きました2。
　女性はサッカーに不向きとされた主な
理由は、女性が髪を振り乱し太ももを露
わにしてボールを追って走り回るのはは
したないとか、サッカーは女性にとって
不道徳であり、女性の健康に悪影響を及
ぼす、といったものでした。同映画の主
人公もこの社会通念のカベに直面して悩
みながら成長していきます。このよう

立命館大学法学部 教授　大西 祥世
女性の経済的エンパワメント・各国の取組②　サッカーの持つ力
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労働者に一定の育児休業を取得させた事
業主に助成
●介護支援取組助成金
　（6億円・新規・厚生労働省）
　労働者の仕事と介護の両立に関する取
組を行った事業主に助成

4．内閣府男女共同参画局の予算
　内閣府男女共同参画局の平成28年度予
算（復興特別会計計上分を含む。）は、5
億3千万円です。
　主な新規の予算には、
・�男性の家事・育児等参加応援事業経費
（1千3百万円・新規）

　男性が主体的に家事・育児等に関わる
社会の実現のため、シンポジウムの開催
をはじめ、様々な効果的な広報啓発手段
を用いて国民の気運を醸成
・�女性関係国際交流等経費（7千7百万
円・一部新規）

　アジア諸国等と我が国との交流の中で
の女性の活躍に焦点をあてた調査及びシ
ンポジウム・国際交流会議の実施。諸外
国の先進的女性育成プログラム等の調査、
女性リーダーの育成に関するセミナー等
の地方開催等
・�女性に対する暴力の防止に関する調査
研究等経費（1億1百万円・一部新規）

　性犯罪被害者等が被害を訴えることを
躊躇せずに安心して必要な相談・支援を
受けられる環境整備のため、地方公共団
体の行政職員及び相談機関の職員等を対
象とする研修の開催、地方公共団体にお
けるストーカー被害者支援の充実を図る
ため、被害者等に対する相談対応等に関
する支援マニュアルの作成等
・�女性活躍推進法施行等関連経費（8百
万円・新規）

　女性活躍推進法に基づき、国及び地方
公共団体の機関が策定する特定事業主行

1．男女共同参画関係予算
　男女共同参画基本計画関係予算は、男
女共同参画基本計画に基づき実施する各
府省の施策に関する予算を取りまとめた
ものであり、平成28年度関係予算は第4
次男女共同参画基本計画下初の予算とな
るものです。

2．平成28年度関係予算の総額
　平成28年度における第4次男女共同参
画基本計画関係予算は、7兆8,051億円で
あり、平成27年度当初予算から、3,101
億円（4.1％）の増額となっています。
　これは、介護給付費国庫負担金等や子
どものための教育・保育給付の増額、企
業主導型保育事業整備費の新規計上等が
主な要因となっています。
　分野ごとの内訳でみると、第9分野

「男女共同参画の視点に立った各種制度
等の整備」が総額の66.4%、第8分野「貧
困、高齢、障害等により困難を抱えた女
性等が安心して暮らせる環境の整備」が
総額の29.0%を占めています。

3．平成28年度予算の主な新規の項目
●企業主導型保育事業整備費（助成金）
　（488億円・新規・内閣府）
●企業主導型保育事業運営費（助成金）
　（309億円・新規・内閣府）
　設置・運営に市区町村の関与を必要と
せず、複数企業による共同利用を可能と
するなど柔軟な実施を可能とした事業所
内保育の設置を促進し、企業主導型の多
様な保育サービスの拡大を支援。企業主
導型保育事業による保育の受け皿拡大
は、約5万人分を上限
●出生時両立支援助成金
　（12億円・新規・厚生労働省）
　男性労働者が育児休業を取得しやすい
職場風土作りのための取組を行い、男性

平成28年度における第4次男女共
同参画基本計画関係予算について

内閣府男女共同参画局調査課
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　理工系分野における女性の活躍を推進
するため、同分野で女性が活躍している
諸外国での調査・研究、女子生徒等に対
するシンポジウムの開催等

動計画における数値目標や当該行動計画
に基づく取組の実施状況等についての情
報提供
・�理工系分野における女性活躍推進経費
（1千8百万円・新規）

平成28年度　男女共同参画基本計画関係予算額（総括表）
（単位：百万円）

主　　要　　事　　項 平成27年度
当初予算額

平成28年度
当初予算額

比　　較
増△減額

Ⅰ　あらゆる分野における女性の活躍 189,864 199,962 10,098

第1分野　男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍 751 728 △ 23

　1　長時間労働の削減等の働き方改革
　2　家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環境整備
　3　男女共同参画に関する男性の理解の促進
　4　ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正
　5　女性の活躍に影響を与える社会制度・慣行の見直し

451
0

301
0
0

450
0

278
0
0

△ 1
0

△ 22
0
0

第2分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大 793 1,480 688

　1　政治分野
　2　司法分野
　3　行政分野
　4　経済分野
　5　その他の分野における女性の参画拡大

0
0

650
143

0

0
0

858
622

0

0
0

208
479

0

第3分野　雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調和 183,088 193,324 10,236

　1　M字カーブ問題の解消等に向けたワーク・ライフ・バランス等の実現
　2　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進
　3　ポジティブ・アクションの推進等による男女間格差の是正
　4　非正規雇用労働者の処遇改善、正社員への転換の支援
　5　再就職、起業、自営業等における支援

115,648
157
303

23,257
43,724

108,419
271
583

42,203
41,848

△ 7,229
114
281

18,946
△ 1,875

第4分野　地域・農山漁村、環境分野における男女共同参画の推進 922 164 △ 758

　1　地域活動における男女共同参画の推進
　2　地方創生における女性の活躍推進
　3　農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大
　4　農山漁村における女性が働きやすい環境の整備、意識と行動の変革
　5　男女共同参画の視点に立った環境問題への取組の推進

8
23

891
0

－

8
23

133
0

－

0
△ 0

△ 758
0

－

第5分野　科学技術・学術における男女共同参画の推進 4,310 4,266 △ 44

　1　科学技術・学術分野における女性の参画拡大
　2　女性研究者・技術者が働き続けやすい研究環境の整備
　3　女子学生・生徒の理工系分野の選択促進及び理工系人材の育成

760
1,174
2,376

869
1,174
2,223

109
0

△ 153

Ⅱ　安全・安心な暮らしの実現 2,355,078 2,420,210 65,132

第6分野　生涯を通じた女性の健康支援 40,647 44,489 3,842

　1　生涯にわたる男女の健康の包括的な支援
　2　妊娠・出産等に関する健康支援
　3　医療分野における女性の参画拡大
　4　スポーツ分野における男女共同参画の推進

9,149
30,685

418
395

7,691
36,013

388
398

△ 1,458
5,328
△ 30

3

第7分野　女性に対するあらゆる暴力の根絶 108,719 114,857 6,139

　1　女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
　2　配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進
　3　ストーカー事案への対策の推進
　4　性犯罪への対策の推進
　5　子供に対する性的な暴力の根絶に向けた対策の推進
　6　売買春への対策の推進
　7　人身取引対策の推進
　8　セクシュアルハラスメント防止対策の推進
　9　メディアにおける性・暴力表現への対応

136
107,795

7
358
178
46
18
62

119

80
114,083

24
323
177
46
17
62
44

△ 56
6,289

17
△ 34
△ 1

0
△ 0

0
△ 75

第8分野　貧困、高齢、障害等により困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 2,205,713 2,260,863 55,151

　1　貧困等生活上の困難に直面する女性等への支援
　2　高齢者､ 障害者､ 外国人等が安心して暮らせる環境の整備

1,255,046
950,666

1,272,384
988,480

17,337
37,814

Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備 4,949,824 5,184,692 234,868

第9分野　男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 4,946,429 5,180,876 234,447

　1　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
　2　男女の人権尊重の理念と法律・制度の理解促進及び救済・相談の充実

4,946,413
16

5,180,861
16

234,447
△ 0

第10分野　教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進 742 717 △ 25

　1　国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開
　2　男女共同参画に関する男性の理解の促進
　3　男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
　4　女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組への支援等
　5　学校教育及びメディアの分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

37
0

666
39
0

32
0

619
44
21

△ 5
0

△ 46
5

21

第11分野　男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 75 66 △ 9

　1　防災分野における女性の参画拡大など男女共同参画の推進
　2　復興における男女共同参画の推進
　3　国際的な防災協力における男女共同参画

8
67
0

16
50
0

8
△ 16

0

第12分野　男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 2,578 3,032 454

　1　女子差別撤廃条約等の国際的な規範､ 国際会議等における議論への対応
　2　男女共同参画に関する分野における国際的なリーダーシップの発揮

16
2,563

22
3,010

6
448

Ⅳ　推進体制の整備・強化 209 205 △ 5

総　　合　　計 7,494,976 7,805,068 310,093

（注1）主要事項の各項目は、「第4次男女共同参画基本計画」（平成27年12月25日閣議決定）に対応している。
（注2）予算額は、一般会計予算、特別会計予算、財政投融資予算全て含む。
（注3）四捨五入により計が一致しないところがある。
（注4）男女共同参画基本計画関係の金額が特掲できない施策・事業予算は、「－」で記載。
（注5）本表の平成27年度当初予算額は、「第4次男女共同参画基本計画」に関係する施策・事業の平成28年度当初予算額（案）に対応する前年度当初予算額。
（注6）本表は当初予算額を計上しており、補正予算による増減は反映していない。
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2．なでしこ銘柄
　「なでしこ銘柄」も平成24年度より、
東京証券取引所と共同で実施していま
す。女性活躍推進に優れた上場企業を、

「中長期の成長力」のある優良銘柄とし
て投資家に紹介することを通じて、各社
の取組を加速化していくことを狙いとし
ています。平成27年度は、女性活躍のす
そ野を広げるべく、選定対象を東証一部
上場企業から、東証全上場企業3500社に
拡大し、45社を選定しました。（表2）
　選定企業の女性活躍推進状況について
は、平成27年度「なでしこ銘柄」レポー
トにまとめております。また、本レポー
トでは、新規登用管理職に占める女性比
率の高い企業を、「プレなでしこ銘柄」
として、リストアップしています。さら
に、女性活躍の企業競争力への影響につ
いて、企業は、従業員のモチベーション
や、プロセス・プロダクトイノベーショ
ン、採用活動に大きな影響があると認識
しているという調査結果を掲載していま
す。（図1）

　毎年、最新の「なでしこ銘柄」を一か
ら選びなおす形で、継続的に行っていき

　我が国の経済成長のためには、女性、
外国人、高齢者、障がい者など、多様な
人材が能力を最大限発揮し、企業の価値
創造に参画していくことが必要です。経
済産業省では、女性を始め多様な人材が
活躍する企業の先進事例を発信すること
により、企業の取組を後押ししています。

1．新・ダイバーシティ経営企業100選
　経済産業省では、平成24年度より、女
性など多様な人材の能力を活かして、イ
ノベーションの創出、生産性向上等の成
果を上げている企業を選定・表彰してき
ました。4年目の平成27年度は、企業全
体としての「働き方改革」や、「（女性
の）職域拡大」などの取組を重点テーマ
として募集し、148社の応募の中から、
34社（大企業20社、中小企業14社）を
選定しました。（表1）
　各社の事例は、経済産業省サイトをご
覧ください。

　今年度も、7月中旬～9月中旬頃の公募
を予定しております。

平成27年度　新・ダイバーシティ
経営企業100選・なでしこ銘柄発表
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室

表1　新・ダイバーシティ経営企業100選（平成27年度）
建設業（3社） 株式会社KMユナイテッド（★） 大阪府

株式会社竹中工務店 大阪府
大和ハウス工業株式会社 大阪府

製造業（17社） 株式会社ダイナックス 北海道
株式会社門間箪笥店（★） 宮城県
有限会社真京精機（★） 栃木県
株式会社栄光製作所（★） 群馬県
日本たばこ産業株式会社 東京都
共和電機工業株式会社（★） 石川県
株式会社協和精工（★） 長野県
ジヤトコ株式会社 静岡県
株式会社デンソー 愛知県
ブラザー工業株式会社 愛知県
株式会社堀場製作所 京都府
株式会社中央電機計器製作所（★） 大阪府
塩野義製薬株式会社 大阪府
ダイキン工業株式会社 大阪府
富士電子工業株式会社（★） 大阪府

製造業（17社） 株式会社カワトT.P.C.（★） 山口県
本多機工株式会社（★） 福岡県

情報通信業（5社） エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 東京都
株式会社NTTドコモ 東京都
KDDI株式会社 東京都
ニフティ株式会社 東京都
東日本電信電話株式会社 東京都

運輸業、郵便業（2社） 全日本空輸株式会社 東京都
東京急行電鉄株式会社 東京都

卸売業、小売業 伊藤忠商事株式会社 大阪府
金融業、保険業 株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都
不動産業、物品賃貸業 野村不動産株式会社 東京都
学術研究、専門・技術サービス業 株式会社古田土経営（★） 東京都
生活関連サービス業、娯楽業 株式会社シーサー（★） 沖縄県
医療、福祉 特定非営利活動法人ハートフル（★） 群馬県
サービス業（他に分類されないもの）株式会社キャリア・マム（★） 東京都
★…中小企業（従業員数300人以下）
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者と女性社員がペアで登壇し、パネルデ
ィスカッションを行いました。経営者か
らは、経営戦略としてダイバーシティに
取り組む意義を、女性社員からは経営層
の思いをどう受け止め、日々の業務に取
り組んでいるかについて、現場の声を代
表して語っていただきました。
　また、「なでしこ銘柄」発表の際には、
NHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」
の脚本家の大森美香氏から、「主人公の
モデルの広岡浅子さんは、まだ女性が働
くという概念がない時代において、道を
切り開いて働いていた女性。脚本を書く
にあたっても、女性が働くことが、いま
だにこんなにも難しいものかと感じてい
た。選定企業は、難しさを感じながら
も、前進している素晴らしい企業。」と
エールがありました。

4．平成28年度の方針
　これまでの両事業の選定企業に「ダイ
バーシティ普及アンバサダー」として、
先進的な取組を広く発信していただき、
取り組む企業のすそ野拡大を図っていき
ます。

表2　平成27年度「なでしこ銘柄」選定企業一覧（業種順、業種内では銘柄コード順）

図1　女性活躍の企業競争力への影響

ます。

3．発表シンポジウム
　3月の両事業の発表シンポジウムで
は、中長期的な成長を目指す企業にとっ
て、企業競争力の強化に直結する「ダイ
バーシティ経営」とは何かについて考え
る契機として、「ダイバーシティ経営企
業100選」に選定された企業から、経営

銘　柄
コード 企業名 業種 24年度 25年度 26年度

2229 カルビー株式会社 水産・農林業、食料品 ● ●
2502 アサヒグループホールディングス（株） 水産・農林業、食料品 ●
2914 日本たばこ産業株式会社 水産・農林業、食料品
1662 石油資源開発株式会社 鉱業、石油・石炭製品
1911 住友林業株式会社 建設業
1925 大和ハウス工業株式会社 建設業 ●
1928 積水ハウス株式会社 建設業 ● ●
3591 株式会社ワコールホールディングス 繊維製品
4185 JSR株式会社 化学
4971 メック株式会社 化学 ●
4503 アステラス製薬株式会社 医薬品
4519 中外製薬株式会社 医薬品 ●
5332 TOTO株式会社 ガラス・土石製品 ●
5406 株式会社神戸製鋼所 鉄鋼
5714 DOWAホールディングス（株） 非鉄金属
6301 株式会社小松製作所 機械 ●
6367 ダイキン工業株式会社 機械 ● ●
7013 株式会社IHI 機械 ●
6501 株式会社日立製作所 電気機器 ● ●
6504 富士電機株式会社 電気機器
6702 富士通株式会社 電気機器
5108 株式会社ブリヂストン ゴム製品、輸送用機器 ● ●
7201 日産自動車株式会社 ゴム製品、輸送用機器 ● ● ●

銘　柄
コード 企業名 業種 24年度 25年度 26年度

4543 テルモ株式会社 精密機器
7862 トッパン・フォームズ株式会社 その他製品 ● ●
9502 中部電力株式会社 電気・ガス業
9532 大阪ガス株式会社 電気・ガス業 ● ●
9005 東京急行電鉄株式会社 陸運業 ● ● ●
9201 日本航空株式会社 海運業・空運業 ●
9202 ANAホールディングス（株） 海運業・陸運業 ●
9433 KDDI株式会社 情報・通信業 ● ● ●
9719 SCSK株式会社 情報・通信業 ●
8001 伊藤忠商事株式会社 卸売業
8031 三井物産株式会社 卸売業 ●
2651 株式会社ローソン 小売業 ● ●
7606 株式会社ユナイテッドアローズ 小売業 ●
8308 りそなホールディングス（株） 銀行業 ●
8411 みずほフィナンシャルグループ（株） 銀行業
8601 株式会社大和証券グループ本社 証券・商品先物取引業 ●
8566 リコーリース株式会社 保険業、その他金融業
8766 東京海上ホールディングス 保険業、その他金融業 ●
3003 ヒューリック株式会社 不動産業
2305 株式会社スタジオアリス サービス業
2749 株式会社JPホールディングス サービス業 ●
6069 トレンダーズ株式会社 サービス業



14

○�学習支援を通して生活困難を抱える
女性のよりよい明日を実現する事業

事業報告書

シンポジウムチラシ

○�防災・被災者支援地域女性リーダー
ネットワーク事業

会議の様子

学習会の様子

連載／その2

　内閣府男女共同参画局では、地域にお
ける女性の活躍を推進するため、平成26
年度補正「地域女性活躍推進交付金」、
27年度「地域における女性活躍推進モデ
ル事業」、等を実施してきました。
　これらの事業成果を広く共有するため、
取組内容をこれから紹介していきます。
　今回は、「地域における女性活躍推進
モデル事業」から2事業を紹介します。

○�学習支援を通して生活困難を抱える
女性のよりよい明日を実現する事業
（NPO 法人女性と子ども支援セン
ターウィメンズネット・こうべ）

　兵庫県神戸市にあるNPO法人女性と
子ども支援センターウィメンズネット・
こうべ（ウィメンズネット・こうべ）
は、ひとり親家庭の子どもたちに対し、
安心して学べる場所、WACCA塾を運
営している団体です。
　ウィメンズネット・こうべは、平成27
年9月から平成28年1月まで、DV被害女
性、シングルマザー、若年無業女性等、
生活困難を抱える女性を対象に参加費無
料の保育付き学習支援やキャリア相談、
シンポジウム等を行いました。
　学習支援においては、高校卒業資格取
得を目指す方、専門学校入試合格を目指
す方、資格の取得を目指す方等、様々な
状況を抱え、様々な目標を持った女性13
名が集まり、1名の方が看護師及び保健
師の国家試験に合格し、1名が看護学校
の入試に合格しました。
　また、残念ながら今回は不合格だった
方や受験しなかった方たちからも「週1
回必ず参加することで、生活習慣を調整
することができた」、「一緒に学ぶ仲間が
いると楽しく勉強でき、持続できてい
る」といった様々な面で肯定的な意見が
寄せられました。
　また、シンポジウムや学習支援のボラ

ンティアを通じて、多くの方々に「女性
と子どもの貧困」についての理解を広め
るということにもつながりました。

○�防災・被災者支援地域女性リーダー
ネットワーク事業（特定非営利活動
法人ひろしまNPOセンター）

　特定非営利活動法人ひろしまNPOセ
ンター（ひろしまNPOセンター）は、
地域や社会の課題解決に取り組むNPO
のサポートを行っている団体です。
　平成26年8月に広島市で発生した豪雨
による土砂災害時に、方針決定過程に女
性の参画が少なく、被災現場で女性の声
が反映されなかったという課題が浮き彫
りとなったことから、ひろしまNPOセ
ンターは、防災・被災者支援地域女性リ
ーダーネットワーク事業を実施しました。
　この事業では、災害時における連携体
制を構築するため、様々な背景を持った
25団体の女性リーダーが集まり、男女共
同参画の視点からの防災に関する学習会
や、広島市の災害時避難所運営マニュア
ル等に男女共同参画の視点を反映するこ
となどの提言を行いました。
　また、事業報告書を広島市安佐南区内
の自主防災会全て（292団体）に手渡
し、男女共同参画の視点からの防災の普
及啓発に努めました。

地域における女性の活躍推進⑦
「女性の力で地域の課題を解決する」

内閣府男女共同参画局総務課
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「女性社員を部下に持つ男性管理職対
象研修」の様子

「女性社員対象ワークショップ研修『一
歩前に踏み出す』」の様子

「A塾なでしこチーム研修」の様子

社内託児所「アイアイキッズルーム」

取組事例ファイル／企業編

　井村屋グループには、生活密着型の食
品企業として活躍の場が幅広くあり、特
に女性が感性やコミュニケーション能力
を発揮しながら、仕事を通じて人生の充
実を目指すことができます。一般的に、
女性はお客様に喜ばれたいという想いが
強く、優れたセンスによる商品開発、安
全・安心・安定が不可欠な生産、細部に
わたり徹底力が必要な品質管理やマネジ
メントにおいて、すでに多くの女性が活
躍しており、更なる力の発揮が期待でき
ます。
　女性活躍推進には、経営者の考え、制
度の充実、制度利用者の期待に応える力
が必要です。当社では経営者のダイバシ
ティの考えと人財化への熱い想いがあ
り、2007年には本社敷地内に社員もパー
トも利用できる社内託児所を開設、育児

休暇は最大2年間まで取得可能、短時間
勤務は子どもが小学校入学まで利用可能
等制度の充実を図っています。育児休暇
は男性社員も取得率が向上しています。
また、女性社員の休暇取得後の復職率は
100％です。その他、女性管理職対象の

「A塾なでしこチーム研修」の実施、3つ
の職群別コースの1本化、こども手当の
創設やファミリーサポート手当の充実に
も取り組みました。さらに、パパ・ママ子
育て相談ルームを新設し、育児休職中の
社員への支援制度も改善しました。
　井村屋グループが掲げる「特色経営」
を更に磨くためにも、人は最も大切な宝
であり、今後も働きやすい環境の整備と
職域の拡大を積極的に進め、男性・女性
双方が切磋琢磨し、輝く社会の実現を目
指して参ります。

　西部技研は、2008年からの2年間「女
性キャリアアップ制度」を導入、2014年
にも女性社員とその上司の男性を対象に
研修を実施し、彼女たちのキャリアプラ
ンの構築をサポートしました。これらの
活動により、女性社員自身の意識が変わ
り、何事にも積極的に手を挙げるように
なりました。彼女たちの職域も広がり、
社内外での活躍の場も増えました。
　2013年から始まった新経営5ヶ年計画
では、「ワークスタイル」の改革を掲げ
ています。「長時間労働の削減」といっ
た表面的な働き方の改善を目指すのでは
なく、自身の行っている業務を見直し、
全社の中で求められている役割や働きぶ
りを向上させることに主眼を置いた「新
ワークスタイル8ヶ条」を制定しました。
国際的な競争に勝ち抜くためには、社員
全員がプロとして常に成長することを促

し、女性や外国人を含む多様な人材が活
躍できる職場作りを実現することが、不
可欠であると考えています。
　2015年には、就学前の子供を持つ父親
を対象とした「SGちちおや会」を立ち
上げました。この活動を通じて、男性社
員同士で育児や家事について悩みを共有
することにより、新たな価値観が生ま
れ、自身の働き方やワークライフバラン
スを見つめ直す良い機会となりました。
　今回の受賞を機に、代表取締役社長の
隈扶三郎は「輝く女性の活躍を加速する
男性リーダーの会」行動宣言に賛同しま
した。今後も社内における女性のあらゆ
るチャレンジを積極的にサポートし、活
躍出来る職場作りを目指して、活動を続
けて参ります。

女性が輝く先進企業表彰受賞企業の取組紹介
平成27年度「女性が輝く先進企業表彰」を受賞された7社をシリーズで御
紹介します。今月は「内閣府特命担当大臣（男女共同参画）表彰」受賞
企業2社の取組です。

企業の輝きは女性の輝きから� 井村屋グループ株式会社

女性活躍推進の取組について� 株式会社西部技研
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2 Info 内閣府

『青少年の非行・被害防止全国強調月間』

1 Info 内閣府

意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。
3 Info 国立女性教育会館

所蔵展示「男女雇用機会均等法から30年」開催

4 Info 厚生労働省

平成28年度「パートタイム労働者活躍推進
企業表彰」公募開始　及び　パートタイム
労働者雇用管理改善セミナー（導入編）開催
のご案内

　スマートフォンの急速な普
及をはじめ、子供を取り巻く
社会環境は大きく変化してお
り、子供が犯罪被害や様々な
困難に陥るケースが増えてい
ます。
　特に、夏休みに入って子供
たちが開放的になるこの時
期、様々な誘惑が子供たちを
待っています。
　このため内閣府では、7月
を「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」として定め、

関係省庁、地方自治体及び民間関係団体等と連携しながら、
総合的な非行・被害防止活動を展開することとしています。

　子供たちのスマートフォンにフィルタリングをかけるな
ど、インターネット上の危険から子供たちを守りましょう。
　私たち大人が協力し合って子供たちを育み、導き、その
大切な未来を守っていきましょう。

　詳しくはホームページをご覧ください。
　

　標記テーマの下、「男女共同参画週間」（6/23～29）の中
央行事として「男女共同参画社会づくりに向けての全国会
議」を開催します。お誘い合せの上、ご来場ください。
【日時】平成28年6月27日（月）13：00～16：00
【会場】東京国際フォーラムホールC（千代田区丸の内3-5-1）
【プログラム】
第Ⅰ部（13：00～14：30）　女性の活躍と多様性
・基調講演Ⅰ　加藤内閣府特命担当大臣
・�特別応援メッセージ　原　晋氏　青山学院大学陸上競技部

長距離ブロック監督
・基調講演Ⅱ　村木厚子氏　前厚生労働事務次官
・取組事例紹介
第Ⅱ部（14：40～16：00）　「多様性とICT」が女性の活躍
を後押しする（パネルディスカッション）
＜パネリスト＞
　宇治則孝氏（一般社団法人日本テレワーク協会会長）
　椿奈緒子氏（パワーママプロジェクト主宰）
　東由紀氏（�野村證券株式会社人材開発部�兼人事部�タレン

トマネジメント・ジャパンヘッド）
　松山一雄氏（�サトーホールディングス株式会社代表取締

役執行役員社長　最高経営責任者（CEO））
＜コーディネーター＞
　木佐彩子氏　フリーアナウンサー
○申込みはこちら（事前登録制、入場無料）
　

期間：�開催中～7月24日（日）
　男女雇用機会均等法は、
1985年制定、翌86年より施行
された法律です。制定のきっ
かけとなった日本や世界での
出来事、そして制定後の世の

中の動きや法改正などについて、所蔵資料から選んだ資料
とともに紹介します。
　性別によって差別されることのない職業生活の実現を目
指して、人々が数十年にわたって取り組んできた軌跡です。
　詳しくはホームページをご覧ください。

　厚生労働省では、パート労働者の活躍推進への取組を積
極的に進める企業を「パートタイム労働者活躍推進企業」
として表彰し、その取組を先進事例として広く発信してい
ます。このたび、平成28年度の公募を開始しましたので、
業種や規模を問わず、パート労働者がいきいきと働く職場
づくりに取り組む企業のご応募をお待ちしています。応募
要領、表彰基準等は「パートタイム労働者活躍推進企業表
彰サイト」をご覧ください。応募締切は7月27日（水）で
す。（ ）
　また、平成27年4月改正施行のパートタイム労働法の内
容も踏まえつつ、「賃金・労働時間」「人事評価」「キャリア
アップ・正社員転換」等を中心としたパート労働者の雇用
管理のポイントについてご説明するセミナーを6月下旬より
開催します。パート労働者の活用について先進的な取組を
行っている企業の人事労務担当者による事例報告も行いま
す。経営層ならびに人事労務担当者をはじめ、パート労働
者の雇用管理に関心のある多くの皆様のご参加をお待ちし
ています。申込みなど詳しくは下記ＨＰをご覧ください。

（�
）
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石川県女性センター
石川県女性センター

男女共同参画センターだより

　石川県女性センターは、
昭和54年10月に「石川県
立婦人会館」の名称で、婦
人教育施設として設置さ
れ、平成5年4月に名称を現
在の「石川県女性センター」
に変更し、女性の地位向上
と社会参加の促進に資する
活動の拠点施設として活動
しています。

式」や、講演会、映画上映
など多種多彩な催しを実施
し、女性の社会参画推進に
向けた啓発の機会としてい
ます。
　また、当センター内の

「公益財団法人いしかわ女
性基金」では、男女共同参
画社会の実現に向けて、広
く女性の意見を反映し、そ

た図書情報室、女性の芸術
活動や生涯学習の成果を展
示するアートギャラリーを
設置しています。
　毎年秋には、館内の団
体・機関が協力して「女性
センターフェスティバル」
を開催し、多くの県民が来
館します。ここでは、チャ
レンジすることで輝いてい
る女性を表彰する「いしか
わ女性のチャレンジ賞表彰

ットワーク化や活動支援等
の事業を展開しています。
　今後も、皆様に親しまれ
利用しやすい施設を目指し
ていきます。

　今年の男女共同参画週間
のポスターは「意識をカイ
カク。男女でサンカク。社
会をヘンカク。」というキ
ャッチフレーズ自体を強く
押し出したデザインとなり
ました。従来の週間ポスタ
ーとは印象が異なる仕上が
りになったと思います。
　ポスターやバナーのデザ
インは男女局サイトから提
供しています。ぜひ御活用
ください。
　男女共同参画週間の中央
行事である「男女共同参画
社会づくりに向けての全国
会議」は6月27日に東京国
際フォーラムで開催されま
す。平日ではありますが多
くの方々に御来場いただく
ことを願っています
� （編集デスク　U.M）

【6月号表紙】
　調査研究をすることで、
暴力のない社会へ一歩ずつ
でも近づけますように。
　デザイン／鈴木明子

　当センター
では、女性の
社会参画の
推進に向け
て、様々な悩
みに対して相
談を受ける

「女性なんで
も相談」等の
相談事業を
実施していま
す。また、女
性の地位向
上と社会参画
の推進に役
立てるための
資料をそろえ

の多様な能力
を生かして、
女性の主体的
な活動をより
効果的に推進
することを目
的に、「管理
職養成研修」
や「地域防災
講座」などの
研修・講座事
業をはじめ、
女性に関する
調査研究や
情報の収集・
提供、各種女
性団体等のネ

石川県女性センター外観

図書情報室



内閣府
男女共同参画局“Kyodo - Sankaku”

平成28年度男女共同参画社会づくりに向けての全国会議　「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」
日時：平成28年6月27日（月）13：00～16：00（12時開場）　　場所：東京国際フォーラム　ホールC（千代田区丸の内3-5-1）

第Ⅰ部　13：00～ 14：30
○基調講演Ⅰ　加藤内閣府特命担当大臣　
○特別応援メッセージ
　原　　　晋氏　青山学院大学陸上競技部長距離ブロック監督
○基調講演Ⅱ
　村木　厚子氏　前厚生労働事務次官
○取組事例紹介
　「多様な働き方」に取り組む企業・団体からの事例発表

第Ⅱ部　14：40～ 16：00
○パネルディスカッション「多様性とICT」が女性の活躍を後押しする
パネリスト
○宇治　則孝氏　一般社団法人日本テレワーク協会会長
○椿　奈緒子氏　パワーママプロジェクト主宰
○東　　由紀氏　野村証券株式会社人材開発部　兼　人事部
　　　　　　　　タレントマネジメント・ジャパンヘッド
○松山　一雄氏　サトーホールディングス株式会社
　　　　　　　　代表取締役執行役員社長　最高経営責任者（CEO）
コーディネーター
　木佐　彩子氏　フリーアナウンサー

6

◀
平
成
28
年
度
男
女
共
同
参
画
週
間
ポ
ス
タ
ー


	PDF_hyo1_1605
	PDF_hyo2_1606
	PDF_mokuji_1506
	PDF_02-05_Tokusyu1
	PDF_06-08_Tokusyu2
	PDF_09_rensai1
	PDF_10-11_topics1
	PDF_12-13_topics2
	PDF_14_rensai2
	PDF_15_jireikigyo
	PDF_16_newsinfo
	PDF_hyo3_1606
	PDF_hyo4_1605



